
岩手県告示第37号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第３項において準用する同法第53条の２の３第１項の規定に基づき、県営次丸

地区土地改良事業に係る換地計画を定めるに当たり、次の土地を、これを従前の土地とする地積を特に減じて換地を定める土地と

して指定した。 

  平成30年１月16日 

岩手県知事 達 増 拓 也 

 地積を特に減じて換地を定める土地の所在等 

所 在 地 番 地 目 用 途 地 積 特に減じる地積 

 

奥州市江刺区玉里字朝日野 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

奥州市江刺区玉里字稲荷崎 

奥州市江刺区玉里字熊野 

奥州市江刺区玉里字高間ヶ岡 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

奥州市江刺区玉里字中嶋 

〃 

〃 

〃 

〃 

奥州市江刺区玉里字枛ノ木谷地 

〃 

〃 

〃 

奥州市江刺区玉里字蓬田 

〃 

〃 

 

５番２ 

14番 

17番 

21番 

29番 

35番 

46番 

49番１ 

50番２ 

97番１ 

69番２ 

82番 

15番 

21番 

33番１ 

47番 

63番 

79番１ 

91番 

７番１ 

８番 

20番４ 

60番１ 

60番２ 

55番４ 

66番１ 

96番１ 

114番２ 

54番２ 

56番１ 

56番３ 

 

田 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

田 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

㎡ 

1,486 

3,442 

2,449 

1,668 

2,314 

1,618 

1,655 

1,003 

989 

236 

628 

1,039 

1,269 

1,006 

1,004 

1,015 

1,013 

763 

1,168 

942 

1,866 

780 

989 

1,041 

768 

883 

1,034 

952 

986 

315 

816 

㎡ 

680 

1,060.56 

680 

850 

690 

440 

570 

260 

310 

80 

280 

640 

150 

500 

410 

380 

370 

520 

820 

150 

570 

500 

220 

580 

300 

570 

700 

140 

520 

290 

140 
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